
生
津
字
西
川
原

新
た
に
画
す
る
字

第

二

千

四

十

二

号

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

本
田
字
追
付
の
一
部
、
字
大
道
下
の
一
部
、
字
八
幡
東
の
一
部

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
瑞
穂
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
変
更

(

市

町

村

課)

二
九
五
ペ
ー
ジ

○
輪
之
内
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
変
更

(

同

)

二
九
六

○
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施

(

畜

産

課)

二
九
六

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

二
九
六

公

示

○
羽
島
郡
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
許
可

(

市

町

村

課)

三
〇
一

○
も
と
す
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
及
び
規
約
の
変
更
許
可

(
同

)

三
〇
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(
商
業
流
通
課)

三
〇
一

○
岐
阜
県
に
お
け
る
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
計

画
の
変
更

(

畜

産

課)

三
〇
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(

農
地
計
画
課)

三
〇
五

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)
三
〇
五

○
関
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)
三
〇
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

西
濃
農
林
事
務
所)

三
〇
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

中
濃
農
林
事
務
所)

三
〇
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

同

)

三
〇
六

○
同

(

下
呂
農
林
事
務
所)

三
〇
六

正

誤

○
岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
中
訂
正

(

人

事

課)

三
〇
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
瑞
穂

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
瑞
穂
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場

県
庁
及
び
瑞
穂
市
役
所

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
か
ら

同

年
五
月
十
五
日
ま
で
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日



大
吉
新
田
字
八
神

尻 大
吉
新
田
字
屋
敷

尻 海
松
新
田
字
古
川

藻
池
新
田
字
古
川

松
内
字
宮
上

松
内
字
村
西

松
内
字
蒲
原

松
内
字
出
口

松
内
字
昭
和

松
内
字
道
前

松
内
字
東
川
並

新
た
に
画
す
る
字

海
松
新
田
字
古
川
の
一
部

海
松
新
田
字
古
川
の
一
部

藻
池
新
田
字
西
坪
の
一
部

大
吉
新
田
字
屋
敷
尻
の
一
部

大
吉
新
田
字
新
左
地
の
一
部
、
松
内
字
道
前
の
一
部
、
字
昭
和
の
一
部
、

字
村
西
の
一
部

松
内
字
昭
和
の
一
部
、
字
出
口
の
一
部

松
内
字
出
口
の
一
部
、
字
菱
池
の
一
部
、
字
大
正
の
一
部
、
字
村
西
の
一

部 松
内
字
昭
和
の
一
部

松
内
字
道
前
の
一
部
、
字
出
口
の
一
部

大
吉
新
田
字
新
左
地
の
一
部

大
吉
新
田
字
大
榑
川
通
堤
外
の
一
部

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
輪
之

内
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
輪
之
内
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等

は
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
県
営
土
地
改
良
事
業(

輪
之
内
南
部
地
区
第
４
工
区
及
び
第
５
工
区)

に
係
る
換
地

処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場

県
庁
及
び
輪
之
内
町
役
場

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
か
ら

同

年
五
月
十
五
日
ま
で

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

三

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

四

検
査
の
方
法

エ
ラ
イ
ザ
法
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
法
又
は
中
和
試
験

五

実
施
の
期
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
管
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
時
山
字
昆
沙
門
六
四
四
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
丹
生
川
町
新
張
字
コ
ウ
ド
洞
二
二
二
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
栃
尾
字
下
栃
尾
平
四
六
七
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣
及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

平成21年４月24日 岐 阜 県 公 報 第２０４２号( 297 )



岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
漆
垣
内
町
一
八
五
三
の
一
、
一
八
五
三
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
石
浦
町
三
七
九
〇
の
三
、
三
七
九
一
の
一
、
三
七
九
一
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
県
市
葛
原
字
見
舞
二
五
六
五
の
一
、
二
五
六
五
の
四
、
二
五
六
六
、
二
五
六
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
山
県
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
小
坂
町
大
垣
内
字
湯
口
一
九
〇
一
の
一
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
字
ノ
ク
ン
洞
一
一
一
五
か
ら
一
一
一
九
ま
で
、
一
一
二
一
、
一
一
二
三
の

二
二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合
字
高
畑
四
三
九
六
の
一
か
ら
四
三
九
六
の
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
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市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲
字
大
河
原
一
〇
八
二
の
二
、
字
小
津
街
道
一
〇
八
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
日
坂
字
上
野
街
道
一
九
八
八
、
字
草
居
原
一
九
八
九
、
一
九
九
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲
字
上
山
七
三
〇
の
三
、
七
三
〇
の
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備
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三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
上
山
七
三
〇
の
三
・
七
三
〇
の
四(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
白
川
町
下
佐
見
字
小
峠
二
七
七
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
小
峠
二
七
七
〇(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
白
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
羽
島
郡
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
許
可

羽
島
郡
広
域
連
合
長
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
羽
島
郡
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
地
方
自

治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

一
年
三
月
三
十
日
付
け
で
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
も
と
す
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
及
び
規
約
の
変
更
許
可

も
と
す
広
域
連
合
長
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
も
と
す
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
及
び
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日
付
け
で
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨

を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
西
濃
振
興
局
揖
斐
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
池
田
店

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
字
出
口
五
八
一
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
十
時

(

変
更
後)

午
前
十
時(

た
だ
し
年
間
三
十
日
は
午
前
九
時)

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分

(

た
だ
し
年
間
三
十
日
は
午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分)

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
西
濃
振
興
局
揖
斐
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
池
田
店

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
字
出
口
五
八
一
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

(

仮
称)

ゲ
ン
キ
ー
池
田
店

(

変
更
後)

ゲ
ン
キ
ー
池
田
店

○
岐
阜
県
に
お
け
る
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
計
画
の
変
更

家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二

号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県
に
お
け
る
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め

の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
。

な
お
、
そ
の
計
画
は
、
岐
阜
県
農
政
部
畜
産
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

本
県
に
お
い
て
は
､
畜
産
農
家
等
に
よ
る
家
畜
排
せ
つ
物
処
理
施
設
の
整
備
や
､
県
､
市
町
村
､
農

業
関
係
団
体
の
支
援
・
指
導
に
よ
っ
て
畜
産
環
境
対
策
を
推
進
し
た
結
果
､
平
成
18年
12月
１
日
現
在

で
｢家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(平
成
11年
法
律
第
112号

)｣
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(以
下
｢家
畜
排
せ
つ
物
法
｣
と
い
う
｡)
に
基
づ
く
管
理
基
準
は
､
す
べ
て
の
適
用
対
象
農
家
に
お
い

て
遵
守
さ
れ
て
い
る
状
況
と
な
っ
た
｡

し
か
し
近
年
､
畜
産
経
営
の
大
規
模
化
､
地
域
的
偏
在
が
進
展
し
た
結
果
､
生
産
さ
れ
た
堆
肥
を
経

営
内
ま
た
は
地
域
内
で
い
か
に
有
効
に
利
用
し
て
い
く
か
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
た
め
､
今
後
も
関
係
機
関
等
が
一
体
と
な
っ
て
､
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
､
平
成
２
７
年

度
を
目
標
と
し
て
､
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
の
取
組
を
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
､

本
計
画
を
策
定
す
る
｡

第
１
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
目
標

１
畜
産
の
現
状

県
内
の
飼
養
頭
羽
数
は
､
平
成
19年
に
お
い
て
乳
用
牛
９
千
５
百
頭
､
肉
用
牛
３
万
７
千
頭
､

豚
10万

５
千
頭
､
採
卵
鶏
470万

羽
､
ブ
ロ
イ
ラ
ー
83万

羽
で
あ
り
､
乳
用
牛
､
ブ
ロ
イ
ラ
ー
を

除
い
て
は
､
前
年
比
で
若
干
増
加
し
て
い
る
｡

畜
産
産
出
額
は
､
平
成
18年

度
に
お
い
て
約
437億

円
で
あ
り
､
農
業
産
出
額
約
1,236億

円
の

32.4％
を
占
め
て
い
る
｡

２
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
現
状
と
課
題

・
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
現
状

県
に
お
け
る
平
成
18年
度
現
在
の
年
間
の
家
畜
排
せ
つ
物
発
生
量
は
､
1,080.2千

ト
ン
と
推

定
さ
れ
､
そ
の
う
ち
､
浄
化
処
理
及
び
業
者
委
託
処
理
さ
れ
て
い
る
分
を
除
く
､
971.5千

ト

ン
が
農
地
還
元
等
に
よ
り
適
正
な
利
用
が
さ
れ
て
お
り
､
家
畜
排
せ
つ
物
の
発
生
量
に
対
す
る

利
用
率
は
89.9％

と
な
っ
て
い
る
｡

・
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
課
題

畜
産
農
家
の
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
､
堆
肥
散
布
労
力
の
軽
減
の
た
め
の
堆
肥
散
布
作
業

を
請
け
負
う
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
育
成
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
耕
種
農
家
側
に
対
し
て
も
堆
肥
散
布
が
し
や
す
い
よ
う
に
ほ
場
の
連
担
化
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
｡

耕
種
農
家
の
堆
肥
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
､
米
価
の
下
落
が
続
く
水
稲
農
家
に

お
い
て
は
､
少
し
で
も
安
価
な
堆
肥
を
､
一
方
､
ト
マ
ト
､
ほ
う
れ
ん
そ
う
等
の
野
菜
農
家
は
､

完
熟
で
肥
料
成
分
が
保
証
さ
れ
て
い
る
堆
肥
を
必
要
と
し
て
い
る
な
ど
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握

し
た
堆
肥
づ
く
り
を
求
め
ら
れ
て
い
る
｡

３
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
目
標

�
耕
畜
連
携
の
強
化

本
県
で
は
､
平
成
18年
に
農
政
部
畜
産
課
を
事
務
局
と
し
た
｢岐
阜
県
耕
畜
連
携
農
業
推
進

連
絡
会
議
｣
(以
下
｢県
連
絡
会
議
｣
と
い
う
｡)
及
び
各
地
域
(５
地
域
)
を
所
管
す
る
現
地

機
関
畜
産
担
当
部
局
を
事
務
局
と
し
た
｢地
域
連
絡
会
議
｣
を
設
置
し
､
耕
畜
連
携
の
強
化
を

図
っ
て
い
る
｡

�
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
堆
肥
づ
く
り

平
成
27年
度
に
お
け
る
本
県
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
発
生
量
に
つ
い
て
は
､
1,048.3千

ト
ン
と

推
定
さ
れ
る
｡

堆
肥
の
利
用
促
進
に
当
た
っ
て
は
､
平
成
18年
度
に
､
本
県
独
自
で
｢堆
肥
を
利
用
し
て
い

な
い
稲
作
農
家
｣
を
対
象
と
し
て
､
今
後
の
堆
肥
利
用
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
を
行
っ
た
と
こ

ろ
､
堆
肥
を
利
用
し
な
い
要
因
と
し
て
堆
肥
の
散
布
労
力
の
問
題
及
び
堆
肥
の
成
分
の
問
題
が

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
｡

こ
の
意
識
調
査
の
結
果
は
､
｢県
連
絡
会
議
｣
及
び
｢地
域
連
絡
会
議
｣
を
通
し
て
､
県
下

の
関
係
機
関
や
畜
産
農
家
等
へ
提
供
し
た
｡
今
後
も
｢県
連
絡
会
議
｣
及
び
｢地
域
連
絡
会
議
｣

を
中
心
に
耕
種
農
家
が
求
め
る
堆
肥
の
要
望
を
適
切
に
畜
産
農
家
に
提
供
す
る
こ
と
で
､
耕
種

農
家
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
堆
肥
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
｡

�
家
畜
排
せ
つ
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
利
用
等
の
推
進

現
在
､
民
間
企
業
に
お
い
て
､
独
自
に
鶏
ふ
ん
ボ
イ
ラ
ー
発
電
に
取
り
組
む
計
画
を
検
討
中

で
あ
る
こ
と
､
メ
タ
ン
発
酵
等
に
取
り
組
む
計
画
を
取
り
入
れ
た
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
構
想
を

策
定
中
で
あ
る
市
町
村
が
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
､
こ
れ
ら
の
計
画
の
情
報
収
集
に
努
め
､

事
業
化
等
の
要
望
が
あ
れ
ば
速
や
か
に
対
応
す
る
｡

�
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
目
標

家
畜
排
せ
つ
物
は
､
従
来
か
ら
本
県
農
産
物
及
び
飼
料
作
物
生
産
に
お
い
て
､
肥
料
と
し
て

有
効
利
用
さ
れ
て
き
た
が
､
今
後
は
､
耕
畜
連
携
の
強
化
､
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
堆
肥
づ
く
り
の

さ
ら
な
る
推
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
､
家
畜
排
せ
つ
物
利
用
量
は
､
960.7千

ト
ン
､
家
畜
排

せ
つ
物
の
発
生
量
に
対
す
る
利
用
率
は
､
91.6％

を
目
標
と
し
､
さ
ら
な
る
有
効
利
用
を
図
る
｡

第
２
整
備
を
行
う
処
理
高
度
化
施
設
の
内
容
そ
の
他
の
処
理
高
度
化
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標

１
本
県
に
お
け
る
施
設
整
備
の
現
状
と
基
本
的
考
え
方

・
本
県
に
お
け
る
施
設
整
備
の
現
状

個
人
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
､
堆
肥
舎
720ヶ

所
､
強
制
発
酵
施
設
208ヶ

所
､
乾
燥
施
設
21

2ヶ
所
､
液
肥
化
施
設
26ヶ

所
､
浄
化
処
理
施
設
57ヶ

所
で
あ
り
､
生
産
さ
れ
た
堆
肥
は
､
主

に
自
家
利
用
さ
れ
て
い
る
｡
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共
同
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
､
堆
肥
舎
50ヶ
所
､
強
制
発
酵
施
設
40ヶ
所
で
あ
る
｡
こ
の
う

ち
農
協
等
が
設
置
主
体
と
な
っ
た
比
較
的
大
規
模
な
も
の
が
36ヶ
所
で
あ
り
､
こ
う
し
た
堆
肥

セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
堆
肥
の
広
域
的
な
流
通
利
用
が
図
ら
れ
て
い
る
｡

平
成
18年

12月
現
在
の
家
畜
排
せ
つ
物
法
適
用
対
象
農
家
858戸

の
う
ち
､
施
設
整
備
に
よ

る
対
応
778戸

､
簡
易
対
応
36戸

､
処
理
委
託
・
直
接
散
布
・
発
酵
床
等
の
施
設
以
外
に
よ
る

対
応
44戸
で
あ
り
､
適
切
な
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡

・
本
県
に
お
け
る
施
設
整
備
の
基
本
的
な
考
え
方

簡
易
対
応
農
家
や
規
模
拡
大
を
行
う
農
家
等
に
つ
い
て
は
､
必
要
に
応
じ
て
恒
久
的
な
家
畜

排
せ
つ
物
処
理
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
す
る
｡

急
速
な
都
市
化
が
進
展
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
､
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
過
程
で
発
生

す
る
臭
気
へ
の
対
策
の
た
め
､
処
理
施
設
に
付
帯
す
る
脱
臭
装
置
等
の
導
入
を
検
討
す
る
こ
と

と
す
る
｡

こ
れ
ま
で
に
家
畜
排
せ
つ
物
処
理
施
設
の
整
備
が
完
了
し
て
い
る
農
家
に
つ
い
て
は
､
今
後

に
お
い
て
も
適
切
な
家
畜
排
せ
つ
物
処
理
を
図
る
た
め
に
､
施
設
及
び
機
械
の
保
守
・
管
理
や

老
朽
化
に
対
応
し
た
更
新
等
を
推
進
し
て
い
く
｡

堆
肥
の
利
用
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
､
堆
肥
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
､

堆
肥
の
保
管
施
設
や
運
搬
､
散
布
の
た
め
の
機
械
等
の
整
備
を
推
進
し
て
い
く
｡

２
地
域
ご
と
の
施
設
整
備
の
方
向

本
県
で
は
､
安
全
・
安
心
・
健
康
な
農
産
物
を
提
供
す
る
た
め
､
家
畜
排
せ
つ
物
等
の
有
機
物

を
有
効
に
活
用
し
､
環
境
に
や
さ
し
い
農
業
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
｢ぎ
ふ
ク
リ
ー
ン
農
業
｣

(従
来
に
比
べ
化
学
合
成
農
薬
・
化
学
肥
料
を
そ
れ
ぞ
れ
30％

以
上
削
減
し
た
栽
培
方
法
)
を
推

進
し
て
い
る
｡

こ
の
｢ぎ
ふ
ク
リ
ー
ン
農
業
｣
へ
の
取
組
が
､
家
畜
排
せ
つ
物
の
大
き
な
利
活
用
方
策
と
な
っ

て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
な
が
ら
､
｢地
域
ご
と
の
施
設
整
備
の
方
向
｣
を
定
め
た
｡

第
３
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
技
術
の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
技
術
の
向
上
に
関
す

る
事
項

１
技
術
開
発
の
促
進

現
在
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
促
進
に
対
し
て
､
耕
種
農
家
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
十
分
な
堆
肥
の

生
産
や
都
市
部
に
お
け
る
家
畜
排
せ
つ
物
処
理
時
の
臭
気
対
策
､
環
境
負
荷
の
低
減
と
地
域
の
有

機
質
資
源
と
し
て
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
､
県
畜
産
研
究
所
及
び
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
が
中
心
に
な
っ

て
低
コ
ス
ト
で
実
用
的
な
技
術
開
発
を
推
進
す
る
｡

２
指
導
体
制
の
整
備

本
県
に
お
い
て
は
､
畜
産
経
営
に
起
因
す
る
環
境
汚
染
の
防
止
と
畜
産
の
健
全
な
発
展
及
び
資

源
循
環
型
畜
産
を
確
立
す
る
た
め
､
県
､
市
町
村
､
農
業
関
係
団
体
､
農
協
等
が
家
畜
排
せ
つ
物

の
処
理
・
利
用
に
関
す
る
指
導
を
担
っ
て
き
て
い
る
｡

こ
の
た
め
､
こ
れ
ら
機
関
の
職
員
が
､
国
や
関
係
中
央
団
体
が
開
催
す
る
研
修
会
及
び
講
習
会

等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
､
本
県
に
お
け
る
中
核
的
な
指
導
者
の
養
成
を
図
る
も
の

と
す
る
｡

３
畜
産
農
家
及
び
耕
種
農
家
の
技
術
習
得

試
験
研
究
機
関
等
で
開
発
さ
れ
た
技
術
が
､
実
際
に
生
産
現
場
で
活
用
さ
れ
る
た
め
に
畜
産
農

家
は
､
技
術
研
修
会
等
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
通
し
て
､
畜
産
環
境
保
全
に
関
す
る
技
術
・
知
識

の
習
得
に
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

ま
た
､
耕
種
農
家
も
技
術
研
修
会
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
と
と
も
に
､
土
づ
く
り
や
効
率
的
・

効
果
的
に
施
肥
等
を
行
う
の
に
必
要
な
技
術
・
知
識
の
習
得
に
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

第
４
そ
の
他
家
畜
排
せ
つ
物
の
利
用
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

１
資
源
循
環
型
畜
産
の
推
進

｢ぎ
ふ
農
業
・
農
村
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
(平
成
18年

12月
)｣
に
よ
れ
ば
､
本
県
の
飼
料
自
給
率

は
､
平
成
16年
度
現
在
で
24％
で
あ
り
､
畜
産
農
家
は
飼
料
の
多
く
を
海
外
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ

て
い
る
状
況
で
あ
る
｡
こ
れ
を
堆
肥
利
用
に
よ
り
生
産
し
た
自
給
飼
料
に
置
き
換
え
て
資
源
循
環

型
畜
産
の
推
進
を
図
る
こ
と
は
､
重
要
な
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
た
め
､
県
､
市
町
村
､
農
業
団
体
等
は
､
県
や
国
の
助
成
制
度
等
を
活
用
し
て
､
耕
作
放

棄
地
､
野
草
地
､
林
地
等
の
未
利
用
土
地
資
源
を
自
給
飼
料
生
産
の
基
盤
と
し
て
利
活
用
す
る
こ

と
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
｡

２
消
費
者
等
の
理
解
の
醸
成

本
県
の
畜
産
業
が
､
今
後
も
健
全
な
経
営
を
持
続
し
て
い
く
た
め
に
は
､
畜
産
業
に
対
す
る
消

費
者
や
地
域
住
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡

こ
の
た
め
､
関
係
者
は
一
体
と
な
っ
て
､
農
業
団
体
等
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
､
畜
産

農
家
が
良
質
な
畜
産
物
の
生
産
や
畜
産
環
境
保
全
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
及
び
家
畜
排
せ

つ
物
の
利
用
促
進
が
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い

て
､
食
育
の
観
点
も
含
め
て
､
消
費
者
や
地
域
住
民
に
対
す
る
普
及
・
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す

る
｡
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平
成
二
十

一
年
四
月

平
成
二
十

一
年
四
月

一
日

平
成
二
十

一
年
四
月

一
日

取
消
年
月

日 小

坂

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

株
式
会
社

ク
リ
エ
イ

河
上
塗
装

有
限
会
社

名
岐
設
備

工
業
有
限

会
社

商
号
又
は

名
称

代
表
取
締

役

田
口

代
表
取
締

役

河
上

路
雄

代
表
取
締

役

安
田

重
樹

代
表
者
の

氏
名 小

坂
振
興
事
務
所
前
掲
示

場 縦

覧

場

所

本
巣
郡
北
方
町

長
谷
川
西
三
丁

岐
阜
市
六
条
福

寿
町
七
番
一
三

号 岐
阜
市
蔵
前
五

丁
目
二
四
番
二

号 主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
十
六
―
一

〇
一
四
三
八

般
十
七
―
一

五
四
一
六

般
十
六
―
一

四
八
三
二

許
可
番
号

平
成
二
一
・

四
・
二
四
か
ら

同

五
・
二
七
ま
で

縦

覧

期

間

建
築
一
式
工
事
業

塗
装
工
事
業

管
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

平
成
二
十

一
年
四
月

一
日

平
成
二
十

一
年
四
月

一
日

一
日

株
式
会
社

寺
井
工
務

店 幸
栄
建
設

株
式
会
社

シ
ョ
ン
ス

ペ
ー
ス
夢

工
房
田
口

事
務
所

代
表
取
締

役

寺
井

和
平

代
表
取
締

役

岩
崎

憲
司

洋
男

揖
斐
郡
揖
斐
川

町
東
津
汲
九
八

八
番
地
の
一

大
垣
市
御
殿
町

一
丁
目
一
〇
番

地 目
七
四
番
地
の

一

般
十
八
―
一

四
三
五
二

般
十
八
―
二

〇
〇
〇
四
五

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
石
、
ほ
装
、
塗

装
、
造
園
及
び
水
道

施
設
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

教
示こ

の
処
分
に
不
服
の
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
十
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る(

な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る

と
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。)

。
ま
た
、
行
政
事
件
訴
訟
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
三
十
九
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日(

当
該
処
分
に

つ
き
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
対
す
る
決
定
の
送
達
を
受
け
た
日)

の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る
者
は
岐
阜

県
知
事
と
な
る
。)

、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る(

な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
又
は
決
定
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、

処
分
又
は
決
定
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
。)

。
○
関
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成21年４月24日 岐 阜 県 公 報 第２０４２号( 305 )



旧

十

三

ヶ

村

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
一
・

四
・
二
四

認

可

年

月

日

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

関
都
市
計
画
道
路

三
・
五
・
十
二
号

東
本
郷
鋳
物
師
屋
線

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
関
市
建
設
部
都
市
計
画
課

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

洞
戸
村
片

・
赤
祖
父

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

長

屋

信

明

山
県
市
柿
野

一
一
九
七
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
濃
用
水

東
部
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

服

部

誠

美
濃
市
横
越

五
四
八
番
地

同

村

井

武

同

七
九
四
番
地

同

篠

田

悦

雄

関
市
池
尻

二
七
五
番
地
一

同

片

桐

照

司

同

一
三
九
四
番
地

同

今

井

武

夫

関
市
千
疋

三
二
番
地

同

武

藤

正

剛

同

七
九
九
番
地
二

同

永

田

宗

夫

関
市
植
野

二
一
一
番
地
三

同

辻

和

信

同

五
六
九
番
地

同

村

井

錦

夫

関
市
広
見

七
三
三
番
地

同

太

田

茂

同

七
六
八
番
地

監
事

服

部

正

勝

美
濃
市
横
越

七
四
〇
番
地

同

市

橋

清

関
市
池
尻

一
五
〇
八
番
地

同

中

村�
樹

関
市
千
疋

七
一
番
地
三

同

堀�
太
郎

同

広
見

三
三
一
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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中
濃
用
水

東
部
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

服

部

正

勝

美
濃
市
横
越

七
四
〇
番
地

同

梅

田

義

幸

同

極
楽
寺

八
〇
二
番
地
一

同

山

本

勝

昭

関
市
池
尻

一
二
九
七
番
地

同

青

山

清

美

同

一
九
七
番
地

同

今

井

武

夫

関
市
千
疋

三
二
番
地

同

武

藤

正

剛

同

八
〇
〇
番
地
二

同

永

田

宗

夫

関
市
植
野

二
一
一
番
地
三

同

辻

和

信

同

五
六
九
番
地

同

村

井

錦

夫

関
市
広
見

七
三
三
番
地

同

堀�
太
郎

同

三
三
一
番
地

監
事�
田

倭

市

美
濃
市
極
楽
寺

四
九
番
地

同

山

本

武

関
市
池
尻

一
五
六
九
番
地
一

同

中

村�
樹

同

千
疋

七
一
番
地
三

同

奥

田

國

勝

同

広
見

九
四
八
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

下
呂
市
萩

原
町
土
地

改
良
区

平
成

��･�･��
理
事

今

井

義

男

下
呂
市
萩
原
町
上
呂

三
三
〇
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

下
呂
市
萩

原
町
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

金

子

平

和

下
呂
市
萩
原
町
上
呂

三
四
五
四
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
川

西
南
部
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

黒

木

利

夫

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

四
八
番
地

同

青

木

由

明

同

三
四
九
番
地
一

同

熊

崎

孝

一

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

三
八
六
番
地
二

同

阪

中

賢

一

同

三
一
八
番
地

同

奥

田

一

彦

同

四
五
五
番
地

同

奥

田

嘉

明

同

四
六
四
番
地

同

日
下
部

良

樹

同

七
四
三
番
地

同

奥

田

博

之

同

一
二
二
三
番
地
一

監
事

奥

田

孝

男

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

四
九
四
番
地
一

同

奥

田

庸

二

同

西
上
田
二
三
九
〇
番
地
二
二

同

稲

葉

紀

昭

同

一
二
三
四
番
地
一
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第
三
条
の
表
教
育
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
五

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
業
の
目
的
と
す
る

法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第

三
号
の
公
益
法
人
を
い
う
。)

、
特
例
民
法
法
人(

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施

整
備
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号)

第
四
十
二
条
第
二

法
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

及
び
移
行
法
人(

同
法
第
百
二
十
三
条
第

法
人
を
い
う
。)

に
関
す
る
こ
と(

特
例
民
法
法
人
に
関
す
る
こ
と
に
あ
つ

条
に
規
定
す
る
行
政
庁
が
行
う
も
の
に
限
る
。)

。

附

則

社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の

す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続

六
条
第
一
項(
整
備
法
第
百
二
十

の
登
記
を
し
て
い
な
い
も
の(

整

の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を

公
益
法
人(

公
益
社
団

四
十
九
号)

第
二
条
第

財
団
法
人
に
関
す
る
法

行
に
伴
う
関
係
法
律
の

項
に
規
定
す
る
特
例
民

一
条
に
規
定
す
る
移
行

て
は
、
同
法
第
四
十
七

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
三
条
の
表
警
察
本
部
長
の
項
第
五
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益

認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

五
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

整
備
法｣

と
い
う
。)

第
四

す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
整
備
法
第
百

一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

備
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
法
第
四
十
五
条

除
く
。)

の
う
ち
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

七
十
七
号)

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で

す
る
法
人
で
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
も

和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号)

第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の

施
行
規
則(

昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
一
号)

第
四
十
七
条
の

る
証
明
、
法
人
税
法
施
行
令(

昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号)

定
に
よ
る
認
定
及
び
法
人
税
法
施
行
規
則(

昭
和
四
十
年
大
蔵
省

号
の
規
定
に
よ
る
証
明
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令(

昭
和

四
十
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
租
税
特
別

年
大
蔵
省
令
第
十
五
号)

第
二
十
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執

察
本
部
長
の
項
第
五
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
川

西
南
部
土

地
改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

島

尻

光

男

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

一
九
九
番
地

同

熊�
義

弘

同

一
一
四
番
地

同

熊�
誠

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田

一
一
五
番
地

同

日
下
部

啓

次

同

三
八
七
番
地

同

奥

田

一

彦

同

四
五
五
番
地

同

日
下
部

周

一

同

四
四
五
番
地

同

佐

古

祐

三

同

一
一
二
〇
番
地
一

同

泉

田

修

作

同

一
五
九
四
番
地
二

監
事

日
下
部

靖

臣

同

七
五
二
番
地

同

桂

川

眞

澄

下
呂
市
萩
原
町
跡
津

三
四
番
地

同

和

田

三
津
男

同

西
上
田

一
〇
四
六
番
地

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
号
外
二�
岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助

執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

岐
阜
県
規
則
第
七
十
八
号)

一
頁
下
段
前
か
ら
十
行

｢

目
か
ら
二
十
行
目
中

｢

は
、

｣
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関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第

に
掲
げ
る
事
業
を
主
た
る
目
的
と

の
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令(

昭

規
定
に
よ
る
認
定
及
び
所
得
税
法

二
第
三
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ

第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規

令
第
十
二
号)

第
二
十
四
条
第
三

三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号)
第

措
置
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二

る
証
明
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の

行
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
表
警

の
誤
り
。

｣
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